
 

 

●  担当課による各事業評価  

  各事業を実施する際に男女共同参画の視点をどれだけ配慮しているか。 

    

◆男女共同参画の推進への配慮・視点の評価項目 

① 
事業の企画・立案・実施にあたり、男女双方の意見を聞き、男女の視点が取り入れられ

ているか 

② 性別による固定的役割分担等に捉われない内容となっているか 

③ 事業の対象者を男女に想定し双方が利用、参加しやすいような配慮がなされているか 

④ 事業の効果が、男女双方に及ぶように配慮されているか 

⑤ 
広報・出版物などのイラスト・言葉などが男女共同参画に配慮した表現となるよう工夫

されたか 

 

◆評価（上記評価項目ごとに５段階評価）     

十分に考慮されている ５ 

ある程度考慮されている ４ 

あまり考慮されていない ３ 

まったく考慮されていない ２ 

該当しない １ 

 

 

 

 

  

 


